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件  名 生活保護受給者への就労支援策の強化について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【経過】 

○平成15年4月 堺市被保護者就労促進事業実施（ハローワークＯＢ活用事業）

○平成17年6月 「福祉から就労」支援事業実施（ハローワークとの連携事業）

○平成21年4月 稼働能力判定会議実施（堺区でモデル実施） 

○平成23年6月 堺市被保護者キャリアサポート事業実施  

 

【現状】 

被保護者のうち、ケースワーカー独自の支援では就労困難な者に対して、既存事

業（堺市被保護者就労促進事業や「福祉から就労」支援事業）を活用してきた。 

しかし、就労に向けた支援が必要な者（以下、「支援対象者」という）と求人と

のミスマッチがあることに加え、被保護者の抱える複雑な課題に対応するため、よ

り多様な就労支援が求められることから、これまでの事業を活用するだけでは、就

労を促すことが難しくなってきている。 

 

【課題】 

○支援対象者の状況に合わせた求人を開拓する等、きめ細かい支援を行う。 

○支援対象者に最適な各支援を選定できるような就労支援体制を構築する。 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（案） 

【取組内容】 

 

堺市被保護者キャリアサポート事業の実施 

以下の各事業の連携により、支援対象者の就労へ繋げる 

①就労意欲喚起事業 

職業選択、キャリア形成等就労に関する専門知識を有するキャリアカウンセラ

ーにより、支援対象者に対して継続的なカウンセリングを行うことで就業意欲の

向上、醸成を図る。 

②求人開拓事業 

支援対象者の個別のニーズに応じた求人の開拓を行い、就職の実現を図る。 

③就業訓練事業 

  緊急雇用創出基金事業を活用し、委託事業者で2ヶ月間雇用し、働きながら委

託事業者で実施する社内訓練や被保護者の就労先の傾向に基づく雇用職種等（警

備・清掃等）を中心とした外部研修機関の実施する訓練を受講することで、訓練

終了の後の就労を実現する。 

 

※生活保護行政における基金に加えて、本市労働部局と連携し、雇用創出を目的

とした基金も導入した「就業訓練事業」を組み合わせて、総合的な事業を構築

しているのは、全国で初めてである。 

 

新たな就労支援体制の構築 

被保護者の就労に向け、「稼働年齢層における就労実現に向けた基準表」を作成

し、就労可能と判断した者に対し、「就労支援検討会」を実施し、各区で組織的に

就労支援を進めていく仕組みを構築する。 

 



稼働能力判定会議の拡充 

臨床心理士資格を有するカウンセラーに本会議に参画してもらい、対象者を取り

巻く環境等を総合的かつ客観的に分析し、就労阻害要因をより正確に把握する。 

加えて、フォローアップが必要な者については、カウンセリング事業等を実施し、

支援対象者の能力や各種適性を把握する。 

（平成22年度 2区、平成23年度 5区 ） 

 

【実績】 

堺市被保護者キャリアサポート事業 （平成23年6～9月実績） 

 ・支援開始者  388人 

 ・就労者    99人（うち就業訓練事業訓練生（8～9月） 22人） 

 ・求人先確保  255件 

 

【今後の展開】 

○堺市被保護者キャリアサポート事業  事業検証し、拡充実施 

○稼働能力判定会議実施  平成24年度全区展開 

  

複雑な課題を抱えた被保護者は増加傾向にあり、今後もさらにきめ細かな支援が

必要となってくる。今後も市民ニーズや経済情勢の変化にも対応しながら、引き続

き就労支援を強化する。 

効果の想定 

【平成23年度目標】 

就労目標者数 1,327人 

（うちキャリアサポート事業における就労目標者数 364人） 

（参考：平成23年4月現在 支援対象者数 1,719人） 

関係局との 

政 策 連 携 
各区役所、産業振興局 
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